
事 務 連 絡 
平成 25 年 5 月 29 日 

 
地方獣医師会会長 各位 
 

公益社団法人 日 本 獣 医 師 会 
専務理事 矢 ケ 崎 忠 夫 

 
 
食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正等

について 
 

このことについて、平成 25 年 5 月 17 日付け事務連絡をもって、農林水

産省消費・安全局畜水産安全管理課薬事安全企画班から別添のとおり通知

があったので、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。 
このたびの通知は、厚生労働省医薬食品局食品安全部長から、①食品衛

生法施行規則の一部を改正する省令（平成 25 年厚生労働省令第 65 号）、

及び②食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（平成 25 年厚生労

働省告示第 170 号）が平成 25 年 5 月 15 日に公布されたこと、厚生労働省

医薬食品局食品安全部基準審査課長から、③この度の改正に伴い、乳酸カ

リウムが食品添加物に指定されたため、乳酸カリウムを含めた乳酸塩類の

添加物について、乳幼児では乳酸の代謝能が低いことに加え、摂取する食

事が多様性に欠けることから、乳酸の過剰摂取を原因とした代謝性アシド

ーシスをもたらす懸念がありその当該懸念事項を周知されたいこと、④ま

た、離乳期に飲食することを目的とする食品には、これら添加物を使用し

ないよう注意喚起することについて、本会関係者に周知を依頼されたもの

です。 

本件のお問合わせ先 
公益社団法人 

日本獣医師会事業担当：笹 川 
  TEL 03－3475－1601 
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